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朝倉市介護用品給付サービス事業実施要綱
平成１８年３月２０日

告示第３５号
　（目的）

第１条　この要綱は、在宅の介護により紙おむつ及び尿取りパット（以下「介護用品」という。）を必要とする者に対し、介護用品を給付することにより経済的負担の軽減を図るとともに、在宅生活の向上を図ることを目的とする。
　（実施主体）

第２条　前条の目的を達成するために実施する朝倉市介護用品給付サービス事業（以下「事業」という。）の実施主体は、朝倉市とする。
　（対象者）

第３条　事業の対象者（以下「対象者」という。）は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第２７条に規定する要介護認定において、要介護４又は要介護５と判定された朝倉市介護保険被保険者で、市内に住所を有する６５歳以上の者（以下「要介護高齢者」という。）とする。
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。（１）　生活保護受給者
（２）　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する障害者支援施設の入所者
（３）　生活保護法に規定する救護施設又は更生施設の入所者
（４）　老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームの入所者又は同法に規定する有料老人ホームの入居者
（５）　法第８条第１１項に規定する特定施設入居者生活介護指定を受ける施設の入居者
（６）　法第８条第２０項に規定する認知症対応型共同生活介護指定を受ける施設の入居者
（７）　法第８条第２５項に規定する介護保険施設の入所者
（８）　高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）第５条に規定するサービス付き高齢者向け住宅の入居者
（９）　市民税課税世帯に属する者
（１０）　その他市長が対象者として不適当と認める者
　（介護用品の給付）

第４条　介護用品の給付は１箇月当たり３，５００円を上限とし、現物を支給するものとする。
　（申請）

第５条　介護用品の給付を希望する対象者は、介護用品給付サービス事業利用申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならない。
　（決定通知書）

第６条　市長は、申請書の内容を審査し、給付することを決定したときは介護用品給付サービス事業利用決定通知書（様式第２号。以下「決定通知書」という。）により、却下することを決定したときは介護用品給付サービス事業利用却下通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。
２　市長は、申請者に対し事業の利用を決定した場合は、朝倉市と契約した介護用品の納入業者に対し、介護用品給付サービス事業納入依頼書（様式第４号）により介護用品の納入を依頼するものとする。
　（給付期間）

第７条　介護用品の給付期間の始期は、申請日が月の初日のときはその日が属する月からとし、申請が月の初日以外の日であるときはその日の属する月の翌月からとする。
２　給付期間の終期は、当該年度の末日までとする。ただし、当該年度途中で給付要件を欠くに至ったときは、給付要件を喪失した日の前日の属する月までとする。
　（給付資格の喪失及び届出）

第８条　介護用品の給付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当した場合には、給付資格を喪失する。
（１）　対象者に該当しなくなったとき。
（２）　第３条第２項に規定する対象外となる者に該当したとき。
（３）　医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する病院又は診療所に継続して３箇月を超える入院をしたとき。
（４）　死亡したとき。
２　給付資格を喪失した者又はその家族は、介護用品給付サービス事業利用資格喪失・住所変更届（様式第５号。以下「喪失・住所変更届」という。）により、速やかに、市長に届け出なければならない。
　（給付先住所等の変更）

第９条　給付を受けている者が転居等で住所を変更した場合は、喪失・住所変更届により市長に届け出なければならない。
２　市長は、前項に規定する届出を受理した場合は、介護用品の納入業者に住所変更の連絡をするものとする。
　（介護用品の業者）

第１０条　この事業における介護用品の納入業者は、原則として市長と契約した業者（以下「業者」という。）又は市内の地域包括支援センターとする。
　（事業の実施）

第１１条　市長は、給付を受ける者に対して、介護用品給付サービス事業給付券（様式第６号。以下「給付券」という。）を交付し、給付券の交付後は、定期的に介護用品を給付するものとする。
２　給付の方法は、原則として業者が給付を受ける者の住居に直接届けるものとし、給付を受ける者は、介護用品が給付されたときは、業者に給付券を提出するものとする。
３　業者は、市長に対して毎月１０日までに前月分の介護用品の納入について、給付券を添付した介護用品給付サービス事業利用状況報告書（様式第７号）により報告するものとする。
　　　附　則
　この要綱は、平成１８年３月２０日から施行する。

　　　附　則（平成１８年朝倉市告示第１８７号）

　この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。

附　則（平成１９年朝倉市告示第２号）

　この要綱は、公布の日から施行する。

 　　 附　則（平成２０年朝倉市告示第２１２号）

　この要綱は、平成２０年１２月１９日から施行する。

附　則（平成２１年朝倉市告示第１１４号）

　この要綱は、平成２１年６月１日から施行する。

附　則（平成２４年朝倉市告示第８５号－６）

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２７年朝倉市告示第５０号）

　この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附　則（平成２８年朝倉市告示第６１号）
　この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

附　則（令和２年朝倉市告示第１９号）

　この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
附　則（令和３年朝倉市告示第７５号）
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
附　則（令和７年朝倉市告示第５０号）
（施行期日）
１　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この要綱による改正後の朝倉市介護用品給付サービス事業実施要綱の規定は、施行の日以後の介護用品の給付について適用し、同日前の介護用品の給付については、なお従前の例による。

様式第１号（第５条関係）
年　　月　　日　
介護用品給付サービス事業利用申請書
　朝倉市長

	申請者氏名
	　

	申請者住所
	　

	利用者との続柄
	　
	電話番号
	　


　朝倉市介護用品給付サービス事業を利用したいので次のとおり申請します。

	１　利用者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	氏名
	
	生年月日
	　　年　　月　　日

	住所
	朝倉市
	要介護度（ ４ ・ ５ ）

	２　世帯の状況

	氏名
	利用者との
続柄
	年齢
	氏名
	利用者との
続柄
	年齢

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　

	現在使用中の介護用品の種類及びサイズ
	商品名

サイズ
	希望する介護用品の種類及びサイズ
	商品名

サイズ

	　

	　朝倉市介護用品給付サービス事業実施要綱に基づく世帯員の課税状況並びに利用者の要介護度及び施設サービス利用状況等について確認するに当たり、関係機関において台帳の閲覧や照会をされることに異議ありません。
　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　氏名　　　　　


様式第２号（第６条関係）

第　　　　　号　
年　　月　　日　

介護用品給付サービス事業利用決定通知書

　　　　　　　　様

朝倉市長　　　　　　　　　　印　
　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった朝倉市介護用品給付サービス事業について、次のとおり決定しましたので通知します。

１　利用対象者氏名

２　介護用品給付サービスの開始時期及び給付内容

　　　　　　　年　　月　　日から１箇月当たり３，５００円を上限とする

　　　　介護用品（紙おむつ及び尿取りパット）を給付

３　納入業者

　　　業者名

　　　住所

　　　電話番号

４　備考

　　（１）　介護用品（紙おむつ及び尿取りパット）を受け取った場合は、「給付券（様式第６号）」を上記３の「納入業者」にお渡しください。

　　（２）　次のような場合には、朝倉市介護サービス課へ連絡してください。

　　　　　①施設等に入所又は入居した場合

　　　　　②病院及び診療所に３箇月以上継続して入院するようになった場合

　　　　　③生活保護法により同様のサービスを受けるようになった場合
④死亡又は転出した場合

　　　　　⑤介護認定結果が変更になり要件に該当しなくなった場合
⑥給付を辞退する場合

　　　　　⑦住所を変更した場合
様式第３号（第６条関係）

第　　　　　号　
年　　月　　日　
介護用品給付サービス事業利用却下通知書

　　　　　　　　様

朝倉市長　　　　　　　　　　印　

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった朝倉市介護用品給付サービス事業について、次の理由により却下することに決定しましたので通知します。

却下理由
様式第４号（第６条関係）
第　　　　　号　
年　　月　　日　
介護用品給付サービス事業納入依頼書
　　　　　　　　様

朝倉市長　　　　　　　　　　印　
　次の内容により、指定された場所に納入されますよう依頼します。
配布者名簿（　　　　年　　月～　　　　年　　月給付分）
	発行
番号
	対象者氏名
	住所
	電話番号
	品名
	サイズ
	備考

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


※　給付品の引き渡しの際、必ず申請者から当該月の介護用品給付サービス事業給付券（様式第６号）を回収してください。
様式第５号（第８条、第９条関係）

年　　月　　日　
介護用品給付サービス事業利用資格喪失・住所変更届

　朝倉市長

申請者　住所　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　

　　朝倉市介護用品給付サービス事業利用資格を喪失・住所変更したので届け出ます。

１　利用資格の喪失理由

２　住所変更

　（変更前）

　　（変更後）
３　事由発生年月日
　　　　　　　　年　　　月　　　日

様式第６号（第１１条関係）

	介護用品給付サービス事業給付券使用上の注意

１　本券は、朝倉市介護用品給付サービス事業において、在宅の要介護高齢者であって介護用品を必要とする方に介護用品（紙おむつ及び尿取りパット）を給付するための引換券です。

２　本券は、朝倉市が指定した業者から介護用品（紙おむつ及び尿取りパット）を受け取ったときにお渡しください。

３　給付対象者が、以下の要件に該当するようになったときは、朝倉市介護サービス課に届出の上、本券を返却してください。
・施設等に入所又は入居されたとき
・病院等に３箇月以上入院されたとき
・生活保護を受給するようになったとき
・死亡又は転出されたとき
・介護認定結果が変更になり要件に該当しなくなったとき
４　給付対象者の住所を変更する場合は、朝倉市介護サービス課に連絡してください。

５　本券は、記載された月の給付券をその記載された月に１枚しか使用できません。

	発行番号（　　―　　）
介護用品給付サービス事業給付券

年　　月分　　　

有効期限　　年　　月　末日まで

朝倉市　　　　　　　　印　　


	発行番号（　　―　　）
介護用品給付サービス事業給付券

年　　月分　　　

有効期限　　年　　月　末日まで

朝倉市　　　　　　　　印　　



	　
	受領欄
	品名
	個数
	金額
	　
	　
	受領欄
	品名
	個数
	金額
	　

	
	
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	

	
	
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	

	
	
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	

	
	
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	

	
	
	合計
	　
	
	
	
	合計
	　
	

	　上記の品を確かに受け取りました。

年　　月　　日

　氏名　　　　　　　　　　　　


	　上記の品を確かに受け取りました。

年　　月　　日

　氏名　　　　　　　　　　　　




様式第７号（第１１条関係）
年　　月　　日　
　朝倉市長
業者名　　　　　　　　　　
介護用品給付サービス事業利用状況報告書

　次のとおり報告します。

	発行
番号
	対象者
氏名
	住所
	品名
	種類
サイズ
	単価
	個数
	金額
	備考
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